
令和元年度 第１回 嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会 

 

日時：令和元年９月１３日（金曜日） 

意見交換会場：武雄河川事務所 

佐賀庁舎 1階 会議室 

 

 

次  第 

 

１．開会（15 時 30 分～） 

 

２．挨拶（武雄河川事務所長） 

 

３．委員紹介 

 

４．懇談会の目的と規約の確認 

 

５．挨拶（「嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会」委員長） 

 

６．議事 

１）嘉瀬川総合水系環境整備事業の再評価について 

２）令和元年度の事業内容について 

 

７．その他 

 

８．閉会 



令和元年度　第１回　嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会

－ 席次表 －

日時：令和元年９月１３日（金曜日）
　　　１５時３０分～１７時００分
場所：武雄河川事務所　佐賀庁舎１階　会議室

スクリーン

PPT操作

佐賀大学 佐賀大学
名誉教授 名誉教授
渡邊 訓甫 古賀 憲一

佐賀大学 佐賀大学
教授 教授
大串 浩一郎 山本 長次

佐賀大学
准教授
押川 英夫

撮影エリア 撮影エリア

○ ○ ○ ○

調査課長 事務所長 副所長 管理第二課長
上野 勇二 藤本 幸司 田中 満昭 鷺山　洋

○ ○ ○ ○ ○ ○

事務局 事務局 事務局

○ ○ ○ ○ ○ ○

傍聴席 事務局 事務局

○ ○ ○ ○ ○ ○

記者席 記者席 傍聴席
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口
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切
）

出
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り
口

○

○

○

○

○



嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会 設立趣旨 

 

 

平成９年の河川法改正に伴い、河川管理者は長期的な河川整備の基本となる

べき方針を示す「河川整備基本方針」を定めることとなり、平成１８年４月２４

日に「松浦川水系河川整備基本方針」が、平成１８年１１月１日に「嘉瀬川水系

河川整備基本方針」が、平成２１年２月９日に「六角川水系河川整備基本方針」

がそれぞれ策定されました。 

基本方針を策定した河川については、中期的（概ね 20 年～30 年程度）な具体

的整備内容を示す「河川整備計画」の策定も必要であるため、平成１９年１０月

１６日に「嘉瀬川水系河川整備計画」を、平成２１年７月２１日に「松浦川水系

河川整備計画」を、平成２４年８月１６日に「六角川水系河川整備計画」をそれ

ぞれ策定し、今日まで治水・利水・環境に関する河川整備と維持管理を実施して

います。 

嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会は、それぞれの河川整備計画に基づき実

施される事業について、その後の流域内の社会情勢の変化や地域の意向、事業の

進捗状況や今後の見通しなどを適切に反映できるよう、その専門的知見より審

議いただき、必要に応じて作成する整備計画の変更原案に関して河川管理者に

対しご意見をいただく場として設置するものです。 

 

 

（参考）河川整備計画 

河川法第 16 条の 2第 3項 

河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要

があると認めるときは、河川に関し学識経験を有する者の意見を聞かなけ

ればならない。 

 

河川法第 16 条の 2第 7項 

第 3 項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。 

資料－1 
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嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会 規約 

 

 

（名 称） 

第 １ 条 本会は「嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会」（以下、「懇談会」

という。）と称す。 

 

（目 的） 

第 ２ 条 懇談会は、嘉瀬川水系、六角川水系、松浦川水系の河川整備計画（以

下、「整備計画」という。）策定後の流域の社会情勢の変化や地域の

意向、河川整備の進捗状況や今後の見通し等を適切に反映できるよ

う、その内容についての点検の実施及び、必要に応じて作成する整

備計画の変更原案に関して意見を述べるものとする。また、整備計

画に基づいて実施される事業のうち、事業評価の対象となる事業に

ついて、九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わっ

て審議を行うものとする。 

 

（組織等） 

 第 ３ 条 懇談会は、九州地方整備局長が設置する。 

２ 懇談会の委員は、学識経験を有する者のうちから九州地方整備局

長が委嘱する。 

３ 懇談会の委員の任期は原則として 2年とし、再任を妨げない。 

４ 懇談会は、必要に応じて委員以外のものに対し、懇談会の場で意見

を求めることができる。 

 

（懇談会の成立） 

第 ４ 条 懇談会は委員総数の２分の１以上の出席をもって成立する。 

 

（委員長） 

第 ５ 条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定め

る。 

２  委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。 

３ 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があ

らかじめ指名する者が職務を代行する。 

 

資料－２ 
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（公 開） 

第 ６ 条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 

 

（事務局） 

第 ７ 条 事務局は、国土交通省九州地方整備局武雄河川事務所に置く。 

 

（規約の改正） 

第 ８ 条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総

数の３分の２以上の同意を得てこれを行うものとする。 

 

（その他） 

第 ９ 条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、

懇談会において定める。 

 

（附 則） 

この規約は、平成２８年９月２７日より施行する。 

この規約は、令和元年９月１３日より施行する。 
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嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会 委員名簿 

 

氏 名 所 属 役 職 分 野 

大串 E

おおぐし

A AE浩 E

こ う

AAE一郎 E

いちろう

 佐賀大学理工学部 教授 水工学 

AE押川 E

おしかわ

A AE英夫 E

ひ で お

 佐賀大学理工学部 准教授 水工学 

AE古賀 E

こ が

A AE憲一 E

けんいち

 佐賀大学 名誉教授 水環境 

AE重藤 E

しげふじ

A AE輝 E

て る

AAE幸 E

ゆ き

 佐賀大学芸術地域デザイン学部 教授 文化財 

AE徳田 E

と く だ

A A E誠 E

まこと

 佐賀大学農学部 准教授 河川生物 

AE山 E

や ま

AAE西 E

に し

A AE博幸 E

ひろゆき

 佐賀大学大学院理工学研究科 教授 環境工学 

AE山本 E

やまもと

A AE長次 E

ちょうじ

 佐賀大学経済学部 教授 経済学 

AE渡邊 E

わたなべ

A AE訓 E

く に

AAE甫 E

と し

 佐賀大学 名誉教授 河川工学 

五十音訓、敬称略 
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「嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会」の公開方法 
 

 

 

懇談会規約第６条に基づき公開方法を決定する。 

 

 

 

「嘉瀬川・六角川・松浦川学識者懇談会」規約の抜粋 

第６条（公 開） 

 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。 

 

 

 

１. 会議の公開 

１）会議、会議資料、議事概要及び委員名簿は、原則公開とする。 

ただし、特段の理由があるときには、非公開とすることができる。 

２）前項ただし書きにおいて非公開とする場合は、その理由を明示し、会

議、会議資料、議事概要に全部又は一部を非公開とすることができ

る。 

 

 

２. 会議運営上の注意事項 

事務局は学識者懇談会の秩序を維持するため、次に掲げる者を退場させ

ることができる。 

１）学識者懇談会の秩序を乱した者 

２）議事進行に必要な事務局の指示に従わない者 

 

 

３. 議事概要 

学識者懇談会の議事について、事務局が発言者の氏名を伏せた上で議事

概要を作成するものとする。 

 

 

４. 公開の方法 

１）会議の開催については、事務局より記者発表を行う。 

２）会議資料、議事概要及び委員名簿は、国土交通省武雄河川事務所ホー

ムページに掲載する。 
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